
   朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金交付要綱  

 （趣旨） 

第１条  この要綱は、風水害の発生に伴う新型コロナウイルス感染症の拡大及

び当該新型コロナウイルス感染症に感染した場合の病状の程度が重篤となる

おそれのある者への感染を防止するため、市長が避難勧告等を発令したとき

に、避難することを目的として宿泊施設に宿泊した要配慮避難者等に対して

朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金（以下「補助金」という。）を交

付することに関し必要な事項を定めるものとする。  

 （定義） 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

(１)避難勧告等  災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第５６条第

１項及び第６０条第１項に規定する避難のための立ち退きの準備、勧告及

び指示をいう。  

(２)要配慮避難者  朝霞市避難行動要支援者支援制度実施要綱（平成２８年

朝霞市要綱）第４条第１項に規定する朝霞市避難行動要支援者台帳登録届

出書の提出をしている者で、避難勧告等が発令された際に当該地域に居住

しているものをいう。  

(３ )宿泊施設  旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項に規

定する許可を受けた者が営む施設をいう。  

 （補助対象者）  

第３条  補助の対象となる者は、風水害の発生時において宿泊施設を避難場所

として利用した者のうち、次に掲げる者とする。  

(１)要配慮避難者及びその同伴者１名  

(２)その他市長が特に必要と認める者  

 （補助の対象経費）  

第４条  補助の交付の対象となる経費は、風水害の発生時において避難勧告等

の発令から解除までの間に宿泊施設に宿泊するために要した経費（宿泊施設

までの移動に要した経費を除く。）とする。  

 （補助金の額）  

第５条  市長は、この要綱に基づき予算の範囲内において補助金を交付する。  

２ 補助金の額は、一人につき、一泊当たり、次の各号に掲げる施設の区分

に応じ、当該各号に定める額又は前条に規定の宿泊施設に宿泊するために要

した経費のいずれか低い額とする。  

(１)市内宿泊施設  ５，０００円  



(２)市外宿泊施設  ４，０００円  

 

 （交付の申請）  

第６条  補助金の交付を受けようとする者は、宿泊期間の最後の日の属する年

度の末日までに、朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金交付申請書（様

式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

(１)宿泊施設が発行した領収書の写し  

(２)宿泊した要配慮避難者における公的機関が発行する身分証明書の写し  

(３)その他市長が必要と認める書類  

 （補助金の交付の決定）  

第７条  市長は、前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、

交付の可否を決定し、速やかに朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金交

付決定（却下）通知書（様式第２号）により当該申請書等を提出した者に通

知するものとする。  

 （補助金の交付方法）  

第８条  市長は、前条に規定する補助金の交付の決定をしたときは、申請書に

記載された口座に振込みにより交付するものとする。  

 （交付決定の取消し）  

第９条  市長は、交付の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により、補助

金の交付を受けたと認められるときは、朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用

補助金交付決定取消通知書（様式第３号）により、当該交付の決定を取り消

すことができる。  

 （補助金の返還）  

第１０条  市長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、

既に当該交付の決定に係る補助金が交付されているときは、既に交付した補

助金の全部又は一部を返還するよう求めることができる。  

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、補助金について必要な事項は、市長

が別に定める。  

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

 

 


